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６つくば市教育大綱推進プロジェクト支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の趣旨及びプロポーザル方式を採用する目的 

つくば市は、令和２年(2020年)３月につくば市教育大綱を策定した。 

本業務は、教育大綱の理念を達成するために、教育局学び推進課からつくば市の

各市立学校へ向けた関わり方の助言や、課題の解決を行うための各種事業(以下、

教育大綱推進プロジェクト支援事業」という。) の運営を行うものである。 

教育大綱推進プロジェクト支援事業の内容は、①教育大綱の実現度評価・分析評

価体制構築、②学校や教員への支援を行う教育局への助言、指導、③教育大綱啓発

資料の作成の３つにより構成される。 

教育大綱の実現度評価は、つくば市でどの程度教育大綱の理念が実現できている

かについて、定量的、定性的に評価を行い、次年度以降についても評価を実施でき

る体制を構築するために提案するものである。 

 学校や教員への支援を行う教育局への助言、指導は、つくば市にある50校の市立

小中義務教育学校に対し、教育局が学校の課題に寄り添いながら、教育大綱の理念

実現に向けた支援を提供する上で、学校の自律・自己決定を尊重しつつ、学校現場

での解決に向けた組織となるための推進体制の強化・再編の支援や助言を行うもの

である。また、教育大綱に基づいたすべての教員が理解しておくべき方針を記載し

た令和７年度つくばの学び推進方針の作成に関しても助言を行う。 

教育大綱啓発資料の作成は、児童生徒、保護者に対し、教育大綱の理念について

わかりやすく周知するものである。教育大綱の中には、保護者・地域・学校・行政

がそれぞれの特性をいかし補完する関係性が重要であると記載されている。教育大

綱の理念の実現のためには、教員や行政だけでなく、地域や保護者なども含む、社

会全体で子供の育ちの場を支える必要があるため、教育大綱についてわかりやすく

周知できる、児童生徒及び保護者向けの資料を作成する。また、周知方法について

も提案する。 

本業務では、つくば市の教育施策に関する知見、教育大綱の理念定着のための施

策を提案し、実行できる企画力・運営能力が求められる。 
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そのため、これらの専門的な知識や手法を保有する事業者に、教育大綱推進プロ

ジェクト支援事業を一括して委託する。また、事業者の選定に当たっては、価格だ

けでなく、技術力、業務実績及び業務遂行能力などを適正に審査するため、公募型

プロポーザル方式を採用し契約の相手方となる候補者を決定するものとする。 

 

２ 業務概要 

(1) 委託業務名 

６つくば市教育大綱推進プロジェクト支援業務委託 

(2) 業務内容 

別紙「６つくば市教育大綱推進プロジェクト支援業務委託仕様書」のとおり 

(3) 委託期間 

契約締結日の翌日から令和７年(2025年)３月31日(月)まで 

 

(4) 提案限度額 

24,900,000円以内 

 

 

３ 参加資格 

この公募開始の日から契約締結までの日において、次の要件を満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に

該当しないこと。 

(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定に基づくつくば市の入札参加の制

限を受けていないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第２号に規定する暴力団でなく、かつ、その役員が茨城県暴力団排除条例（平

成22年茨城県条例第36号）第２条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

(4) 茨城県建設工事等請負業者指名停止措置要領（平成６年７月14日付け監第692

号）、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準又はつくば市入札参加指名停止等

措置要綱（平成６年つくば市告示第15号）に基づく指名停止等の措置を受けてい

ないこと。 
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(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこ

と。ただし、申立てをしている場合であっても、更生手続開始決定後又は再生手

続開始決定後につくば市が一般競争入札参加資格の再認定をしたときは、この限

りでない。 

(6) 市税（つくば市内に本店、支店又は営業所がある場合に限る。）、本店所在地の

都道府県税、所得税、法人税及び消費税について未納がないこと。 

 

４ 関係資料の確認 

参加の希望をする者は、つくば市ホームページに掲載されている以下の関係資料

を確認すること。 

(1) 関係資料 

① ６教育大綱推進プロジェクト支援業務委託公募型プロポーザル実施要領 

② ６教育大綱推進プロジェクト支援業務委託仕様書 

③ 提出書類様式１～７ 

(2) 掲載場所 

つくば市ホームページ 

掲載ページＵＲＬ： 

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikukyokumanabisui

shinka/gyomuannai/3/1/20368.html 

 

５ 本実施要領に定める様式 

本実施要領に定める様式は、次のとおりとする。 

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikukyokumanabisuishinka/gyomuannai/3/1/20368.html
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikukyokumanabisuishinka/gyomuannai/3/1/20368.html
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(1) 様式１ 参加申込書 

(2) 様式２ 会社概要書 

(3) 様式３ 参加資格要件に係る申立書 

(4) 様式４ 業務実績書 

(6) 様式５ 企画提案書 

(5) 様式６ 業務実施体制調書 

(6) 様式７ プレゼンテーション審査出席者報告書 

 

６ 参加申込等について 

参加申込を行う者は、次のとおり必要書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

① 様式１ 参加申込書 

② 様式２ 会社概要書(会社・団体等のパンフレットなどを添付すること。) 

③ 様式３ 参加資格要件に係る申立書 

④ 様式４ 業務実績書 

⑤ 様式６ 業務実施体制調書 

⑥ 市税（つくば市内に本店、支店又は営業所がある場合に限る。）、都道府県税、

所得税、法人税及び消費税について未納がないことを証明する書類 

(2) 提出部数・提出方法 

原本１部を提出すること。 

また、紙資料を提出後、そのＰＤＦデータを電子メールで送付すること。 

電子メールで送付する場合は、送付後に受信確認のため電話連絡をすること。 

(3) 受付期間 

本実施要領の公表日から令和６年(2024年)４月25日(木)までとする。 

受付時間は、平日の午前９時から午後４時半までとする。 

(4) 提出先 

つくば市 教育局 学び推進課 

〒305-8555 つくば市研究学園一丁目１番地１ ４階 

Email：edc020@city.tsukuba.lg.jp 
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(5) 様式の記入上の注意 

① 様式２ 会社概要書 

・ 商業・法人登記簿謄本に基づいて記載すること。 

・ 「主たる業種」欄には、会社の主要業種を３～５業種記載すること。 

・ 「事業内容」欄には、会社の主要事業の内容とともに、これまでに運営等

に携わった代表的な事業等を記載すること。 

② 様式４ 業務実績書 

・ 直近５年間(令和２年(2020年)４月１日から令和６年(2024年)３月31日ま

で)に、地方自治体、国、若しくは公庫等の政府関係機関との間で教育に関わ

る企画や支援業務等、本業務と類似した業務を元請けとして契約し履行した

実績を記入すること。 

・ 業務実績が５件を超える場合には、完了日が新しい順に５件記入すること。 

・ 記入した業務に関する概要等について、必要があれば添付してもよい。 

③ 様式６ 業務実施体制調書 

・ 業務実施体制調書には、本業務を担当する者全員を記入すること。 

・ 担当する者の実務経験年数の欄には、自治体での教育に関わる企画や支援

業務等、本業務と類似した業務に関わった経験年数を記入すること。 

・ 担当する者の手持ち業務の欄には、本業務の参加申込書提出日現在の主な

手持ちの業務を記入すること。 

・ 記入欄が不足する場合には、欄を追加して記入すること。 

(7) 参加申込等に関する質問について 

① 受付期間 

本実施要領の公表日から令和６年(2024年)４月18日(木)午後４時半までと

する。 

② 提出方法 

参加表明提出書類に関して、質問がある場合は、市ホームページの電子申請・

届出サービスの入力フォーム「【６つくば市教育大綱推進プロジェクト支援業

務委託】公募型プロポーザル 質問フォーム」より提出するものとする。 
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質問フォームＵＲＬ： 

https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=54192 

③ 回答 

令和６年(2024年)４月22日(月)までに、電子メールによって質問者に回答す

る。また、全ての質疑応答を市ホームページに掲載する。 

 

７ 参加資格の審査及び審査結果の通知 

参加申込を行った者の参加資格を審査し、その審査結果を参加資格審査結果通知

書によって申込者全員に対して通知する。この場合において、参加資格を満たして

いないと判断された者に対しては、その理由を付して通知する。 

なお、参加資格を満たしていないと判断された者は、その理由について、通知日

の翌日から起算して７日以内に担当部署に説明を求めることができるものとする。 

説明の請求方法については、電子メール又は任意様式の請求書持参とする。 

参加資格審査結果通知書の発送は、令和６年(2024年)５月１日(水)を予定してい

る。 

 

８ 企画提案書等の提出 

参加資格審査結果通知書により参加資格を満たした者は、次のとおり必要書類を

提出すること。 

(1) 提出書類 

① 様式５ 企画提案書及び任意様式 

※「(3) 提出書類の規格」を参照 

② 様式６ 業務実施体制調書 

③ 様式７ プレゼンテーション審査出席者報告書 

④ 参考価格見積書(任意様式) 

(2) 提出部数・提出方法 

原本１部、原本のコピー10部の合計11部提出すること。 

また、紙資料を提出後、そのＰＤＦデータを電子メールで送付すること。 

電子メールで送付する場合は、送付後に受信確認のため電話連絡をすること。 

https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54192
https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54192
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(3) 提出書類の規格 

① 企画提案書は様式５を表紙とし、Ａ４判(縦型又は横型のいずれかで統一す

ること)、横書き、カラー印刷とする。なお、図や表などはＡ３判折り込みも可

とする。 

② 文字のサイズは11ポイント以上で作成すること。 

③ 使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とすること。 

④ 「(1) 提出書類」は①②③④の順でＡ４フラットファイルに縦書きの場合は

左綴じ、横書きの場合は上綴じとし、通しのページ数を付すこと。印刷の色は

カラー、白黒を問わない。 

(4) 受付期間 

参加資格審査結果通知書の発送日から令和６年(2024年)５月21日(火)までと

する。 

受付時間は、平日の午前９時から午後４時半までとする。 

(5) 提出先 

つくば市 教育局 学び推進課 

〒305-8555 つくば市研究学園一丁目１番地１ ４階 

Email：edc020@city.tsukuba.lg.jp 

(6) 提出書類の取扱い 

① 提出書類は、受託者の選定以外に使用しないものとする。 

② 提出書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することが

ある。 

③ 提出書類の提出期限以降の差し替え及び再提出は認めない。 

④ 提出書類は、返却しない。 

⑤ 提出書類に係る情報公開請求があった場合は、つくば市情報公開条例(平成

27年つくば市条例第27号)に基づき、当該提出書類を公開することがある。 

⑥ 虚偽の記載をした場合は、指名停止措置等を行うことがある。 

⑦ 病休、死亡、退職等きわめて特別な場合を除き、担当者を変更することがで

きない。 

(7) 企画提案書の提出に関する質問について 

① 受付期間 
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参加資格審査結果通知書の発送日から令和６年(2024年)５月８日(水)午後

４時半までとする。 

② 提出方法 

企画提案書の提出に関して、質問がある場合は、市ホームページの電子申請・

届出サービスの入力フォーム「【６つくば市教育大綱推進プロジェクト支援業

務委託】公募型プロポーザル質問フォーム」より提出するものとする。 

質問フォームＵＲＬ： 

https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=54192 

③ 回答 

令和６年(2024年)５月10日(金)までに、電子メールによって質問者に回答す

る。また、全ての質疑応答を市ホームページに掲載する。 

  

９ 企画提案書作成上の留意事項 

本業務の内容のうち、次に掲げる事項について、表紙を除き計20枚(Ａ４判)以内

で簡潔に記載すること。 

なお、具体的な業務内容については、別紙「６つくば市教育大綱推進プロジェク

ト支援業務委託仕様書」における「３ 業務の内容」を参照すること。 

(1) 教育大綱の実現度評価・分析評価体制構築 

① 事業の全体目標(事業実施によりどのような状態を目指すか) 

② 事業の実施方法 

ア 評価・分析の方法 

イ 評価対象者 

ウ スケジュール(評価・分析の回数等、体制構築後の次年度分も含む)  

(2) 学校や教員への支援を行う教育局への助言、指導 

① 事業の全体目標(事業実施によりどのような状態を目指すか) 

② 事業の実施方法 

ア 実施内容 

イ スケジュール 

https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54192
https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54192
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(3) 教育大綱啓発資料の作成 

① 事業の全体目標(事業実施によりどのような状態を目指すか) 

② 事業の実施方法 

ア 資料の形式・周知方法 

イ スケジュール 

 

10 審査 

(1) 選定委員会の設置 

適正な審査を実施するに当たり、つくば市教育大綱推進プロジェクト支援業務

委託候補者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を設置する。 

選定委員会が企画提案書の内容やプレゼンテーションの審査に基づいて提案

内容を評価し、本業務の履行に最も適した候補者を選定する。 

(2) プレゼンテーションの方法 

① 実施日  令和６年(2024年)5月28日(火)午後 予定 

      ※正式な日時、場所等は参加資格審査結果通知書にて通知する。 

② 実施場所 つくば市役所 

③ 出席者 原則３人以内とし、本業務を担当する統括責任者１人及び担当者

１人は、必ず出席すること。 

④ 説明時間 １事業者につき25分以内(プレゼンテーション15分以内、質疑応

答10分以内)とする。 

⑤ 留意事項 

ア 審査は全て非公開で行う。 

イ プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書の内容によるものとし、

追加提案や追加資料の配布は認めない。 

ウ プレゼンテーションに用いるプロジェクターやスクリーン等については

市において用意するが、パソコンは参加事業者が用意すること。パソコンは、

ＨＤＭＩ接続ができるものとする。 

エ 持ち込んだ機材が正常に作動しない場合や、故障などによる使用制限が発

生した場合の対応を想定しておくこと。 
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(3) 審査項目及び評価方法 

プロポーザルの審査項目及び評価方法は次表のとおりとする。 

審査項目ごとに１から５までの５段階評価を行うものとし、最大評価の際に各

配点が満点になるようにそれぞれ係数を設定する。 

審査項目 評価の着目点 係数 配点 

提案者・業務実

施体制 

・本業務の遂行に当たって、提案者の経営状況や実

績が十分なものといえるか。 

・業務担当者の人数、スキル・経験などの業務実施

体制が十分なものといえるか。 

２ 10 

業 務 へ の 理 解

度・将来に向け

たストーリー性 

・教育局、学校が将来自立した活動を行うことを目

指すか。 

・本業務の各事業をどのように位置付けているか。 

４ 20 

提案内容(業務

実施方法) 

 

■教育大綱の実現度評価・分析評価体制構築 

・定量的、定性的な項目を設定できそうか。 

・実現可能性・持続可能性が高く、かつ効果的な内

容になっているか。 

３ 15 

■学校や教員への支援を行う教育局への助言、指導 

・教育局に所属する指導主事の学校への関わり方

について効果的な内容となっているか。 

・つくば市立の各学校、保護者に対して広く理念の

実現を進めることができるか。 

４ 20 

■教育大綱啓発資料の作成 

・教育大綱や、教育関係の専門知識がない人に対し

ても理解しやすい内容になりそうか。 

３ 15 

提案内容(スケ

ジュール) 

・本業務を確実かつ円滑に実施するためのスケジ

ュールが分かりやすく示されているか。 

１ ５ 

取組姿勢 ・プレゼンテーションから本業務への取組意欲が

感じられるか。 

・委員からの質問に十分に回答できているか。 

２ 10 
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見積価格 ・費用の見積価格の設定が適切で、その内訳が詳細

かつ明確に示されているか。 

１ ５ 

(4) 審査結果による選定 

審査及び評価に基づき、第１順位者及び第２順位者を各１者選定する。 

選定方法は、「つくば市プロポーザル方式による契約の相手方の選定に関する

ガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)」第14条第４項に基づき行う。 

(5) 審査結果の通知 

審査結果は、全ての参加者に対し、電子メール及び文書にて通知する(電子メ

ールにて通知後、文書発送を行う。)。この場合において、選定されなかった参加

者に対しては、その理由を付して通知する。 

なお、選定されなかった参加者は、その理由について、通知日の翌日から起算

して７日以内に担当部署に説明を求めることができるものとする。 

説明の請求方法については、電子メール又は任意様式の請求書持参とする。 

(6) 審査内容は非公表とし、審査結果についての異議申し立ては認めない。 

(7) 審査結果の公表 

審査結果については、ガイドライン第16条に基づき公表する。 

 

11 契約方法 

随意契約により契約を締結する。第１順位者と随意契約に向けた交渉を行うもの

とし、その者と合意に至らなかった場合又はその者が失格となった場合には、第２

順位者と交渉を行う。 

業務仕様書は、企画提案書の内容を受け、随意契約に向けた交渉を行う際に提示

し、調整を行うものとする。 
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12 契約締結までのスケジュール 

実施内容 実施期日 

実施要領の公表日 令和６年(2024年)４月15日(月) 

参加申込等に関する質問の

提出期限 

実施要領の公表日から 

令和６年(2024年)４月18日(木)午後４時半まで 

参加申込等に関する質問へ

の回答期限 
令和６年(2024年)４月22日(月)まで 

参加申込書の提出期限 
本実施要領の公表日から 

令和６年(2024年)４月25日(木)まで 

参加資格審査結果の通知 令和６年(2024年)５月１日(水) 

企画提案書の提出期限 
参加資格審査結果通知書の発送日から 

令和６年(2024年)５月21日(火)午後４時半まで 

企画提案に関する質問の提

出期限 

参加資格審査結果通知書の発送日から 

令和６年(2024年)５月８日(水)午後４時半まで 

企画提案に関する質問への

回答期限 
令和６年(2024年)５月10日(金)まで 

選定委員会によるプレゼン

テーション審査 
令和６年(2024年)５月28日(火) 

審査結果通知書の発送 令和６年(2024年)５月31日(金) 

契約締結 令和６年(2024年)６月７日(金) 

 

13 失格 

次の各号いずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

(3) 審査結果までに、「３参加資格」に定める資格要件を満たさなくなったことが

判明した場合 
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14 提出書類の取扱い 

(1) 本審査以外では、無断で使用しないものとする。 

(2) 提出後における差し替え及び再提出は認めない。 

(3) 虚偽の記載をした場合は、指名停止措置等を行うことがある。 

(4) 病休、死亡、退職等きわめて特別な場合を除き、担当者を変更することができ

ない。 

(5) 審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

(6) 提出書類等は返却しない。 

(7) 提出書類に係る情報公開請求があった場合には、つくば市情報公開条例(平成

10年つくば市条例第20号)に基づき、当該提出書類を公開することがある。 

 

15 その他実施上の留意事項 

(1) 参加者が１者のみの場合においても、審査を行うものとする。 

ただし、「10(3)審査項目及び評価方法」で50点以上の評価を受けなかった者は、

契約の相手方としない。 

(2) 契約の相手方となる者の提案が、そのまま委託内容として反映されるとは限ら

ない。 

(3) 企画提案書の提出は１者につき１案のみとする。 

(4) 提出書類の作成及び提出等に係る一切の費用は、提出者の負担とする。 

(5) 手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とする。 

(6) つくば市から受領した資料は、つくば市の了解なく公表及び使用できない。 

(7) 業務の実施に関し必要な事項等は、両者が協議して決定するものとする。 
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16 委託業務の実施に係る対象経費 

業務委託料の範囲は、以下のとおりとする。 

(1) 人件費、報償費、旅費、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、各種調査経費、

外部人材招聘経費、プロモーション・広報経費、各種賃借・使用経費、保険料等

の役務費、人材マッチング経費 等 

(2) その他委託者が認める経費 

(3) 消費税及び地方消費税 

 

17 業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできな

い。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、委託者と協

議の上、書面での承認を得た上で業務の一部を再委託することができる。 

 

18 担当部署(問合せ先) 

本募集に関する問合せ先は、以下のとおりとする。ただし、参加資格及び企画提

案に関する質問については、本実施要領に定められた方法で行うものとする。 

名称  つくば市教育局学び推進課 

住所  〒305-8555 つくば市研究学園一丁目１番地１ 

電話  029-883-1111(内線4721) 

FAX   029-868-7609 

Email  edc020@city.tsukuba.lg.jp 


